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三沢市教育委員会 平成３０年度 ２月定例会 

 

 

１ 日  時  平成３１年 ２月１８日（月）   １３時３０分 開会 

 

２ 場  所  三沢市役所 別館４階 第１研修室 

 

３ 出席委員等 

    教 育 長                冨 田   敦 

委   員（教育長職務代理者）      立 花   肇 

    委   員                相 沢 靖 恵 

    委   員                黒 沢 のぞみ 

    委   員                （ 欠  員 ） 

 

４ 出席職員 

教育部長                 山 本 智香子 

教育総務課 課長             髙 橋 徳 孝 

教育総務課 課長補佐（書記）       種 市 剛 大 

教育総務課 教育総務係長         鳴 海   拓 

学務課   課長             附 田 経 行 

学務課   副参事兼課長補佐兼学務係長  川 井 克 子 

学校教育課 課長             米内山 誠 毅 

生涯学習課 課長             遠 藤 恵 介 

学校給食センター 所長          谷 坂 昭 博 

学校給食センター 所長補佐兼施設係長   山 本   智 

 

５ 傍聴者   １名 

 

６ 議事日程  別紙のとおり 
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【別紙】 

 

三沢市教育委員会 平成３０年度 ２月定例会 議事日程 

 

第１ 開会 

 

第２ 会議録署名委員の指名 

 

第３ 会期の決定 

 

第４ 前回会議録の承認 

 

第５ 議事案件 

  議案第１６号 県費負担教職員の交通事故について 

     議案第１７号 平成３１年度教職員人事について 

     議案第１８号 三沢市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

     議案第１９号 三沢市公会堂管理規則の一部を改正する規則の制定について 

 

第６ 報告案件 

     報告第１４号 三沢市公民館条例の一部改正について 

     報告第１５号 三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

     報告第１６号 三沢市大空ひろば条例の一部改正について 

 

第７ その他 

 

第８ 閉会 
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開会   ９時５５分 

 

                      

○日程第１ 開会 

 

■冨田教育長 

出席委員は定足数に達しておりますので、委

員会は成立いたします。 

ただ今から、平成３０年度２月定例教育委員

会を開会いたします。 

それでは、お手元に配付してある議事日程に

より、会議を進めます。 

 

                     

○日程第２ 会議録署名委員の指名 

 

■冨田教育長 

会議録署名委員の指名を行います。 

会議録署名委員は、立花委員と相沢委員を指

名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

                     

○日程第３ 会期の決定 

 

■冨田教育長 

会期についてお諮りいたします。 

会期は、本日１８日の１日でよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし。」と声あり） 

それでは、本日の１日といたします。 

 

                     

○日程第４ 前回会議録の承認 

 

■冨田教育長 

前回会議録の承認についてお諮りいたしま

す。 

前回の会議録は、お手元に配付しております。 

お手元の会議録のとおり承認してよろしい

でしょうか。 

（「異議なし。」と声あり） 

ご異議ございませんので、承認といたします。 

 

                     

○日程第５ 議事案件          

 

■冨田教育長 

議事案件に移ります。 

本日の議案第１６号、県費負担教職員の交通

事故について及び議案第１７号、平成３１年度

教職員人事については人事案件となりますの

で、先例により、非公開として別室審議といた

したいと思いますがよろしいでしょうか。 

（「異議なし。」と声あり） 

ご異議ございませんので、非公開として別室

審議といたします。 

 次に、議案第１８号、三沢市公民館条例施

行規則の一部を改正する規則の制定につい

てを議題といたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 

■生涯学習課長 

 それでは議案第１８号、三沢市公民館条例

施行規則の一部を改正する規則の制定につ

いてご説明いたします。改正に係る提案理由

といたしまして、使用料の減免について全額

免除するする団体を明確化するとともに、様

式の整理、字句等の整理をするために改正す

るものであります。新旧対照表でございます。

当該規則第１３条第１項第１号は、「１０割」

を「全額免除」に改め、第２号は、「市内の

保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中

学校及び高等学校が教育及び芸術・文化活動

に関する事業を主たる目的として使用する

とき 全額免除」を加える。第３号は、「１

０割」を「全額免除」に、第４号は、「５割」

を「５割減免」に、第５号は「その他教育委

員会が公益上認めた場合 ３割」を「前各号
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に掲げるもののほか、特に教育委員会が公益

上必要と認めた場合 教育委員会が定める

額」と改めるものでございます。また、様式

第１号から様式第７号を第１３条第１項の

改正に伴い改めるものでございます。施行期

日は、平成３１年４月１日としております。

以上でございます。 

  

■冨田教育長 

ただ今の説明に対し、委員からご質問等あり

ますでしょうか。 

 

■立花委員 

現行の規則での団体と改正案での団体とで

は、対象外となるところはないのですか。 

 

■生涯学習課長 

実際は、現行の規定ではあいまいな判断をし

ている場合もありまして、主催、共催、後援と

あるわけですが、後援の場合は３割になります。 

例えば、市内の商業高校の吹奏楽は対象とな

っておらず、共催にしてはどうかとか常々思っ

ておりました。今回の改正のポイントとすれば、

特に市内の幼稚園、保育所、小中学校が後援で

３割であったものが、全額免除にすることが可

能となります。学校関係以外の団体については、

３割が適当なところもあれば、例えば、県の高

等学校の文化祭とかは３割でいいのか判断が

難しいので、５割が適当なのではないかとか、

そういう場合は、その他ので対応するように第

５号について「委員会が定める額」としたもの

です。ほぼ、従前と変わりはないですが、市内

の小中学校や幼稚園については使いやすくな

るのではないかと考えております。 

 

■冨田教育長 

その他、委員からご質問等ありますでしょう

か。 

 （「なし。」と声あり） 

 お諮りをいたします。 

議案第１８号は、原案のとおり決することに

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし。」と声あり） 

 ご異議ございませんので、議案第１８号三沢

市公民館条例施行規則の一部を改正する規則

の制定については、可決と決しました。 

 次に、議案第１９号三沢市公会堂管理規則

の一部を改正する規則の制定についてを議

題といたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

 

■生涯学習課長 

議案第１９号三沢市公会堂管理規則の一部

を改正する規則の制定についてご説明いたし

ます。条文の作り方が違いますが、改正内容と

しては、議案第１８号と同様でございます。新

旧対照表でご確認いただければと思います。 

補足ですが、公会堂は、建物の性質として３

つに分かれておりまして、大ホールが公会堂、

小ホールが公民館です。３階の集会室は、コミ

ュニティセンターとなっておりまして、３つの

性質でそれぞれの条例、規則があります。 

 

■冨田教育長 

ただ今の説明に対し、委員からご質問等あり

ますでしょうか。 

先程は、公民館の改正で、１９号は公会堂の

規則の改正でございます。 

 

■相沢委員 

公会堂の方には、教育委員会が主催するとい

う表現がないのですがどうしてですか。 

 

■生涯学習課長 

公民館は社会教育の施設であり、公会堂は教

育施設ではありません。以前は、教育委員会の

管轄は中央公民館であり、公会堂は、市総務課

でありました。公会堂は、貸館業務が主な役割
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となります 

 

■冨田教育長 

その他、委員からご質問等ありますでしょう

か。 

 （「なし。」と声あり） 

 お諮りをいたします。 

議案１９号は、原案のとおり決することにご

異議ございませんか。 

 （「異議なし。」と声あり） 

 ご異議ございませんので、議案第１９号三沢

市公会堂管理規則の一部を改正する規則の制

定については、可決と決しました。 

 

                     

○日程第６ 報告案件          

 

■冨田教育長 

 次に報告案件に移ります。 

報告第１４号、三沢市公民館条例の一部改正

についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

■生涯学習課長 

 報告第１４号についてご説明いたします。 

 三沢市公民館条例の一部改正につきまして、

改正に係る理由といたしましては、１０月１日

施行の消費税法及び地方税法の改正に伴い、消

費税が８パーセントから１０パーセントとな

ることから、使用料の額を改定するものであり

ます。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 ただ今の報告に対し、委員からご質問等あり

ますでしょうか。 

 

■立花委員 

 これは１０月以降ということですか。 

 

■生涯学習課長 

 附則で、「この条例は平成３１年１０月１日

から施行する。」としております。 

 

■冨田教育長 

 その他、質問等ございますか。 

（「なし。」と声あり） 

 無いようですので、三沢市公民館条例の一部

改正についての報告は、終わりといたします。 

 次に報告第１５号、三沢市公会堂の設置及び

管理に関する条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 事務局より説明を願います。 

 

■生涯学習課長 

 報告第１５号についてご説明いたします。 

 三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例

の改正は、先程の公民館条例と同じく、１０月

１日施行の消費税法及び地方税法の改正に伴

い、消費税が８パーセントから１０パーセント

となることから、使用料の額を改めるものであ

ります。 

 以上でございます。 

 

■冨田教育長 

 ただ今の報告に対して、質問等ございますか。 

（「なし。」と声あり） 

 無いようですので、三沢市公会堂の設置及び

管理に関する条例の一部改正についての報告

は、終わりといたします。 

 次に報告第１６号、大空ひろば条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 事務局より説明を願います。 

 

■生涯学習課長 

 報告第１６号についてご説明いたします。 

 大空ひろば条例の一部改正についてですが、
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改正理由は、大空ひろばの使用料に関する規定

を加えるとともに、字句を改めるための改正で

あります。改正のポイントといたしましては、

これまで、大空ひろばの使用料に関しましては、

三沢市都市公園条例の使用料を引用しており

ましたが、大空ひろばにつきましては、他の公

園や利用状況、設置目的が異なることから、三

沢市大空ひろば条例の中で使用料を規定する

ように改めるというものであります。なお、使

用料については、都市公園条例のものをそのま

ま写したものであり変更はございません。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 ただ今の報告に対し、委員からご質問等あり

ますでしょうか。 

（「なし。」と声あり） 

 無いようですので、大空ひろば条例の一部改

正についての報告は、終わりといたします。 

 

                     

○日程第７ その他           

 

■冨田教育長 

 その他に移ります。 

 各課で委員にお知らせする事項等ございま

すでしょうか。 

 

■教育総務課長 

 三沢市議会第１回定例会の予定についてお

知らせいたします。招集告示２月２１日木曜日

でございます。議会開会３月４日月曜日、一般

質問３月７日木曜日、８日金曜日、特別委員会

３月１１日月曜日、１２日火曜日、議会閉会は

３月１４日木曜日の予定となっております。以

上です。 

 

■冨田教育長 

 ありがとうございます。 

 他にありますか。 

（「なし。」と声あり） 

 それでは、無いようですので、最後に各委員

の皆様からございますか。 

 

■相沢委員 

 ２月８日の少年少女文化優秀賞等表彰式の

感想ですが、表彰される内容が数年前より色々

な分野に亘り幅広く表彰されていると感じま

した。学校部活動だけではなく、頑張っている

子どもたちが多くなっているということと、そ

れを続けさせるためには、ご家族とか周りのサ

ポートがあってのことと思います。直接委員会

でサポートできることがあるかわからないで

すけれども、このような現状を嬉しく思います

し、子どもたちの活躍を楽しみにしています。

委員会でサポートできることがあるなら、是非

して欲しいと思います。 

 

■冨田教育長 

 その他ありますか。 

 

■立花委員 

 先ほど、公会堂の件で色々とお話がありまし

たけれども、工事の方は順調に進んでいるので

しょうか。 

 

■生涯学習課長 

 工事の方は、雪の関係で遅れ気味と伺ってお

ります。ただ、工期が３月３１日となっており

ますので、それまでには間に合わせると、工程

会議の中で確認しております。間に合わせて完

成できるものと考えています。 

 ４月については、工事が完了した後の空調や

音響などの検査がありますので、４月の予約は

受け付けておりません。準備が完了し次第貸し

出しをしたいと考えております。５月からの予

約受付となります。 

 



- 8 - 

 

■立花委員 

 あともう１点、連日のようにテレビ新聞等で

騒がれております、千葉の虐待で最終的には命

を落としてしまうという痛ましい事件があり

ましたが、国の方も色々と動きがあるようです。

具体的に市教育委員会の方に調査の依頼等来

てますでしょうか。 

 

■学校教育課長 

 校長会が先日行われましたが、その場で教育

長からの指示もあり子どもが登校しない場合、

朝の段階で子どもの状況を家庭に連絡を取り

必ず把握するということ。そして、その後もま

だ子どもの登校が見られない場合は、家庭訪問

等をして子どもが元気な状況でいるか確認す

るということで、どこの学校でも春先の段階で

は職員で確認はしていますが、今回の事を受け

てあらためて徹底して下さいということで呼

びかけをいたしました。報道によりますと、文

部科学省の方からもそういう通知が出されて

いるということで、今後、県を通じて市の教育

委員会の方に来ておりませんけれども、そうい

う通知等があれば文書でも呼びかけるという

形になると思います。以上です。 

 

■冨田教育長 

 虐待の申し出とか出た場合のシステムとか

現状について少しご説明願います。 

 

■学校教育課長 

 虐待の状況についてですけれども、年間を通

じますと何件かの報告はあります。まずは、市

の家庭福祉課の方と連携をいたしまして確認

をしたり、家庭福祉課の方で家庭訪問をして下

さったりしています。虐待の程度が強いと予想

される場合には、児童相談所と連携をしていく

こととしています。命に危険が迫っているとい

うことが確認されるとか、場合によっては、緊

急性を要するものは警察とも連携するという

形で進めることになっております。 

 

■冨田教育長 

 いま説明をいただいたように、学校並びに幼

稚園、保育園等も含めてですけれども、子ども

たちが通っている教育施設や行政の保健関係

の方と児童相談所や警察と４者のスピーディ

な連携が大事になって来ていて、かつては、

中々そこの認識の度合いの違いがあり、そのこ

とによって一手遅れるということもないわけ

でもなったわけです。三沢市は学校関係と福祉

関係との連携が他市町村に比べてうまくいっ

ていると思っております。学校と福祉がうまく

連携して行けば児童相談所も早めに動かざる

を得ない状況になります。４者で情報の共通認

識を大事にしていきたいと思っています。 

 

■冨田教育長 

 その他ありますか。 

 

■黒沢委員 

 虐待に関して、所在不明の子どもがいないと

いうことが、はっきりと確認されていればいい

なと思いました。出生届が出た後、健診を受け

ずに学校にも入学していないという状況です

が、全国的に見ると何件かある事例のようです

のでそこが三沢市にははっきりないと言える

自信が持ちたいなと思っています。 

 もう一点は、虐待ではないのですけれども、

文化奨励賞の表彰式で、今年度から三沢市に住

んでいるお子さんで、三沢市外の学校に通って

いるお子さんも対象となりますか。 

 

■生涯学習課長 

 三沢市から他の市町村の学校に通うお子さ

んは、これまで対象外でしたが、今年度から、

三沢市民でありながら三沢市以外で活躍して

いるお子さんも対象に入れましょうというこ

とで広くいたしました。とは言いましても、６、
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７名となりました。色々な学校に案内文書を出

したのですが、すべて把握することは難しいこ

とですが、通学圏内の学校に照会をしたところ

であります。その結果、今年度は若干増えたと

ころです。 

 

■黒沢委員 

 私は大変嬉しく思います。子どもたちが三沢

市から通っていて、その学校の設置場所は子ど

もたちにとって何の違いはないわけです。きっ

と子どもたちは三沢市民として育っているの

で、大人がきちんと認めている姿は、子どもに

とって幸せなことだなと思っています。 

 

 

■冨田教育長 

 今風の言葉で言うとボーダーレスというか、

区切りがないような、私たちが従来考えている

ようなところじゃないところで活躍している

子どもたちもいますので、学校の方には照会を

かけておりますが、広報や色々なところで周知

をしていきたいなと思っておりました。いずれ

にいたしましても、新しい方法でやって、表彰

式も委員の方すべてに役割があり温かみがあ

って良かったというお言葉がありました。 

 その他、委員の皆様からありますでしょうか。 

（「なし。」と声あり） 

無いようですので、ここで暫時休憩をして、人

事案件審議のため、別室へ移動願います。 

 

暫時休憩  １４時００分 

 

再  開  １４時０６分 

 

 教育長室において、議案第１５号県費負担教

職員の交通事故について及び議案第１６号平

成３１年度教職員人事についてを審議し、原案

のとおり可決、承認され閉会した。 

 

                  

○日程第８ 閉会 

 

閉会  １６時００分 

 

                  

 

 

 

■会議録署名者 

 

 教育委員  立 花   肇 

 

 教育委員  相 沢 靖 恵 

 

 書  記  種 市 剛 大 



- 10 - 

 

 


